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健康福祉部  

健康推進課 

＜総合保健センター＞ 

（１）結核予防事業  

（ア）予防接種 

生後６か月未満児等を対象に接種する。 BCG ・・・ ３１１人 

胸部 X線検査（間接撮影） ・・・（６５歳以上） １，２７２人 

 

（２）予防接種事業 

  （ア）定期予防接種 

種   類 接種者数(人)  種   類 接種者数（人） 

Ｄ Ｐ Ｔ １，３４４  

Ｍ   Ｒ 

Ⅰ 期 ３２５ 

Ｄ    Ｔ ４２２  Ⅱ 期 ３５２ 

ポ リ オ ６０７  Ⅲ 期 ４７７ 

麻 し ん ２  Ⅳ 期 ４９５ 

風 し ん ０   

日本脳炎 

乳幼児 １，０５３ 

インフルエンザ １０，６８９  学童（特例） ３４ 

    学童 ８１ 

 

（イ）任意予防接種 

   

 

 

 

 

（３）献血事業  

献血者数  ４００mｌ献血・・・６２９人   成分献血・・・５１人 

 

（４）健康増進事業 

（ア）健康手帳の交付 

発行数 ・・・ ９５冊  （新規発行５２冊、再発行４３冊） 

（イ）健康診査  

健診種類  対象年齢  
受診者数（人） 

個別  集団  合計  

健康増進法健康診査  生活保護受給者  ４１  ４１ 

肝炎ウイルス検診  ４０歳以上  １４５  １４５ 

種   類 接種者数(人) 

子宮頸がん ５４３ 

ヒ  ブ ５００ 

小児用肺炎球菌 ５１７ 



- 115 - 
 

胃がん検診  ４０歳以上  １，６７４ ３３１ ２，００５ 

子宮頸がん検診  ２０歳以上   ６４２ ６４２ 

乳がん検診  ３０歳以上   ９７７   ９７７ 

肺がん検診  ４０歳以上   １，７４８ １，７４８ 

大腸がん検診  ４０歳以上  ２，１４９ ８６９ ３，０１８ 

前立腺がん検診  ５０歳以上  １，４９３  １，４９３ 

   ※乳がん・子宮頸がん検診は、クーポン対象外の受診数 
（ウ）健康相談 

・定期健康相談・・・３６回 
来所者 （延べ）２３０人（６４歳以下５２人、６５歳以上１７８人） 

 （６５歳以上の健康相談は介護予防一般高齢者施策地域支援事業として実施） 
・随時相談・・・ （延べ）  ８人 
・電話相談・・・ （延べ）  ７人 

（エ）健康教育 

・老人会健康教育・・・２回   参加者 １３５人 

・シルバー人材センター総会・・・１回 参加者数 １４４人 

・施設内禁煙の呼びかけ・・・財政課 庁舎管理と総務課職員係と協同で実施 

（オ）食育推進事業 

  志摩市食育推進計画の策定及び市で円滑に食育を推進するため、食育推進担当

者会議と食育推進計画検討委員会を開催した。 

  ・食育推進担当者会議 9回 参加者（延べ）78人 

  ・食育推進計画検討委員会 5回   参加者（延べ） 84人 

  食生活改善推進員の養成 

  ・食改善リーダー養成講座 5回    修了者  8人 

  食生活改善推進員の協力を得て、市民に対し食生活改善のための料理講習を実施。 

  食生活改善推進協議会委託料・・・・・３４０，０００円 

  ・保護者と子のふれあい料理教室・・・10回   参加者（延べ）218人 

  ・地区伝達料理講習会・・・7回   参加者（延べ） 151人 

（カ）たばこ事業  

喫煙防止健康教育（浜島中学校で実施）・・・１４３名 

中学校からの依頼により、喫煙や受動喫煙が体に及ぼす影響等についての

講義、スモーカーライザーによる呼気中の一酸化炭素の測定等を実施した。 

市民が喫煙による身体への影響を正しく理解し、禁煙・分煙に取り組めるよう

普及啓発を実施した。 

肺がん検診時と母子手帳発行時に喫煙防止のリーフレットを配布した。     

（キ）女性特有のがん検診推進事業 

         特定の年齢に達した女性に対して、子宮頸がん及び乳がんに関する検診手

帳及び検診費用が無料となるクーポン券を送付し受診促進を図った。 
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        ・子宮頸がん対象者と受診者 

  20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 合計 

対象者 247 251 258 372 353 1,481 

受診者 24 55 57 96 93 325 

 

        ・乳がん対象者と受診者 

  40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 合計 

対象者 353 396 371 385 505 2,010 

受診者 95 106 77 94 80 452 

 

（５）母子保健事業 

《妊産婦》 

（ア）母子健康手帳の交付・・・２２７冊（うち本庁発行分１１５冊） 

（イ）妊婦健康相談（母子手帳交付時、転入者含む）・・・（延べ） １０８人 

（ウ）妊婦健康診査   １回目・・・３１９件  ２回目・・・３１３件 

               ３回目・・・３２４件  ４回目・・・３０２件  ５回目・・・３１８件 

               ６～１４回目・・・２,２７４件 

               県外助成・・・９６件 

 

《乳幼児》 

（ア）乳児健康診査  ４か月児健診・・・３１７人   １０か月児健診・・・２７２人 

（イ）１歳６か月児健康診査・・・１２回   受診者 ３１７人 

（ウ）３歳児健康診査・・・・・・・・１２回   受診者 ３４７人 

（エ）健康相談 

・７か月児相談・・・１２回   来所者（延べ）１４７人 

・１２か月児相談・・・１２回  来所者（延べ）１３１人 

乳幼児健康相談・・・２４回    来所者（延べ） ３８１人  

・電話相談・・・（延べ） ４０件  

（オ）訪問指導 

・訪問指導・・・（延べ）赤ちゃん訪問：１７７件、 

未熟児：３件、乳児：５件、幼児：１７件 

（カ）フォロー教室･･･  １２回    参加者（延べ）２８人  

  （キ）不妊治療費の助成  

     ・不妊治療費助成・・・５件  

     ・特定不妊治療費助成・・・２件  
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（６）精神保健福祉事業 

（ア）精神保健福祉手帳・自立支援医療費受付事務（来所、訪問、電話） 

・精神保健福祉手帳・・・（延べ）４５人 

・自立支援医療費・・・（延べ）１５２人   

（イ）精神保健福祉相談及び所内面接・・・来所者（延べ）８７人 

（ウ）精神訪問指導・・・（延べ） ２８人 

（エ）精神保健福祉電話相談・・・（延べ） ２２９人 

（オ）精神障害者デイケア事業（阿児地区実施分）･･･１２回   参加者（延べ）３３人 

（カ）精神保健学習会｢ひきこもり支援研修｣･･･１回 

     （キ）志摩市障害者施策推進協議会（全体会）・・・３回   

     （ク）志摩市自立支援協議会（定例会）・・・１回 

   

 

（７）自殺対策事業 

      (ア)メンタルヘルス・自殺対策情報交換会議・・・1回 出席機関 11機関(健康推進課 

含む) 

   (イ)人材養成研修「いのちを守る対応研修」・・・3回 出席者（延べ）163人 

 

（８）一次救急医療体制事業    

（ア）救急医療の体制について、志摩市と鳥羽市が志摩医師会に委託し、医師会により

調整会議の開催、普及啓発を実施した。 

     一次救急医療体制事業委託料・・・１，９００，０００円 

                           （内、志摩市負担分 １，２３２，０００円） 

（イ）志摩市休日夜間応急診療所…月・水・土曜の夜間（19：30～22：00） 

                      日曜・祝日の昼間（9：30～12：30 13：30～16：30） 

※ 祝日は昼間のみ 12/31から 1/3は昼間診療 

Ｈ２０.１２.１より県志摩庁舎２階において、志摩医師会・鳥羽志摩薬剤師会に委託

し実施した。診療科目は「内科」「小児科」。 

年度 期間 受診者数 

平成２２年度 H２２．４月～H２３．３月 １，７８２人 

 

(９)健康危機管理事業 

（ア）新型インフルエンザ対策事業 

 ・ 新型インフルエンザ感染予防物品及び治療薬の備蓄（防護具、消毒薬、治療

薬）と設置 

・ 新型インフルエンザに関する市民及び関係機関への情報の提供 

    （チラシ及びポスターの作成配布ケーブルテレビ、ホームページなどによる 

情報提供、啓発） 

・ その他志摩市新型インフルエンザ行動計画に基づく対策を実施 
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(イ) 志摩市感染症等危機管理ネットワーク会議・・・1回 

(ウ)健康危機管理研修・・・1回 

(エ)東日本大震災に対する志摩市の支援体制についての対応 

(オ)熱中症、感染性胃腸炎等の注意喚起に対する対応・・・市民及び関係機関への情 

報提供 

（カ）新型インフルエンザワクチン接種事業 

・ 新型インフルエンザワクチン接種の実費負担に係る費用軽減事業 

 （１回接種：９人，２回接種：４５人 H２２.４.１～H２２.９.３０請求分） 

 （１回接種：７９８人，２回接種：７６人 H２２.１０.１～H２３.３.３１請求分） 

・ 新型インフルエンザワクチン接種に関する市民への情報提供及び周知啓発  

 

(１０）地域医療対策事業 

（ア）志摩地域医療を考える会の活動支援：代表者会議４回、啓発事業の支援、志摩地

域医療を考える会活動助成金交付 

（イ）住民活動全国シンポジウムへの参加（東京都） 

（ウ）啓発活動（ケーブルテレビ、啓発チラシの作成と配布、広報しまなど） 

（エ）その他関係機関との連携（志摩病院、三重県健康福祉部、志摩医師会など） 

（オ）地域医療関係者交流会 １回（参加者数：７１人） 

（カ）患者家族対話推進事業（参加者数：約 500人） 

・ 地域医療フェスタ（基調講演、シンポジウム、地域医療を守る活動紹介・ 

市民への周知啓発） 

地域医療コーナーの設置、啓発マグネット及びポスターの作成と掲示、 

啓発絵本の配布など 

（キ）離島医療活動助成金交付  間崎自治会 

 

（１１）志摩市健康増進計画「健康志摩２１」実践事業  

（ア）健康志摩 21 推進会議（ゆめぴーサミット）・・・3 回  (延べ）54 人  

（イ）健康づくり交流会・・・1 回  (川越町健康づくり推進委員等との交流） 

（ウ）健康志摩 21 重点分野「健診・たばこ」取組み・・啓発を目的とした CATV 放

送、広報掲載、チラシ配布（配布機会：各地区市民集会、大王わらじ・ふれ

あい祭、女性の会セミナ－、いきいきサロン、いそべ祭、阿児高齢者福祉大

会、各集団検診、乳幼児相談、幼児健診等） 

(エ）健康志摩 21 重点分野｢歯と口の健康」取組み・・・啓発を目的とした CATV

放送、広報掲載、チラシ配布（配布機会：大王わらじ・ふれあい祭、いきい

きサロン、いそべ祭、各集団検診、乳幼児相談、幼児健診等） 

   お口の健康まつりにて普及啓発劇「8020戦隊ピカレンジャーショー」の実施、

いい歯の日キャンペーン実施  
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（オ）チャレンジ健康志摩２１・・・「受けよう健 (検）診！みがこう歯！」をテーマに、

健康づくりに積極的に取り組むことで特典が受けられるキャンペーンを実施

応募総数：(延べ）172 人  

(カ）その他普及啓発活動・・・志摩市ゆめぴー体操 (身体活動・運動分野）の

CATV 放送  

 (キ）健康志摩 21 中間評価・・・これまでの行政の取組みについて、計画の中間  

年に評価を実施し、分野別作業、課内スタッフ会議、行政関係者作業部会  

(行政関係者会議 1 回）等を行った 

 

（１２）阿児健康増進センター事業 

                 平成１８年度に指定管理者制度を導入し、株式会社スポーツマックス・三幸株式会 

社共同事業体を指定管理者とした。（平成１９年度から２３年度の５か年間） 

     健康増進センター指定管理業務委託料・・・２９，８８３，０００円 

（ア）会員数 （３月３１日現在）  

スポーツクラブ・・・４８６人   スイミングスクール・・・４３１人   計  917 人  

（イ）利用者数     

  一般･登録会員・・・５６，９４４人  スクール会員・・・１４，２５６人 計 ７１，２００人 

 

（ウ）夏休み子供短期水泳教室 

    ３歳児～小学生を対象に水慣れから４泳法を指導 

   

 

 ＜大王保健センター＞ 

（１）健康増進事業 

(ア)健康手帳の交付・・・１３１冊 

（イ）健康相談 

・定期健康相談・・・６０回  来所者（延べ） ２７３人 

・電話相談及び随時相談・・・ （延べ）６０件 

      

（２）母子保健事業 

  《妊産婦》 

（ア）母子健康手帳の交付・・・４７冊 

（イ）妊婦健康相談・・・（延べ） ２人  

《乳幼児》 

（ア）健康相談  

・乳幼児健康相談・・・２４回    来所者（延べ） ３０１人  

・７ヵ月児相談及び１２ヵ月児相談・・・１２回   来所者・・・（延べ）１５０人  

（イ）訪問指導  

・第１子訪問・・・              ５５人  
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・家庭訪問（フォロー児）・・・（延べ） ３９人  

（ウ）ケース検討会・・・           １８回  

 

（３）精神保健福祉事業 

（ア）精神保健福祉手帳・自立支援医療費受付事務（来所、訪問、電話） 

精神保健福祉手帳・・・（延べ）１５人  自立支援医療費・・・（延べ）８７人   

（イ）精神保健福祉相談及び所内面接・・・来所者（延べ）１６人 

（ウ）精神訪問指導・・・（延べ）８人 

（エ）精神保健福祉電話相談・・・（延べ）１０４人 

（オ）精神ケース会議・・・１３回 

 

＜磯部保健センター＞ 

（１）健康増進事業 

（ア）健康手帳の交付 

   交付数・・・３２冊（新規３冊、再発行２９冊） 

（イ）健康相談  

・定期健康相談・・・６９回 参加者(延べ)３６６人 

・電話相談及び随時相談・・・ （延べ）３０件 

    

（２）母子保健事業 

  《妊産婦》 

（ア）母子健康手帳交付数・・・５４冊(新規５０冊、再発行４冊) 

（イ）妊婦健康相談・・・（延べ）４３人 

  《乳幼児》 

（ア）乳幼児健康相談 

・乳幼児健康相談・・・  ３６回 参加者(延べ)３１８人 

・７か月児相談・・・ １２回 参加者(延べ)６１人 

・１２か月児相談・・・１２回 参加者(延べ)５４人 

（イ）乳幼児訪問・・・(延べ)９１人(赤ちゃん訪問６３人 

フォロー訪問１３人、保育所訪問１５人) 

（ウ）電話及び随時相談・・・（延べ）１１８件 

（エ）ケース検討会及び調整会議・・・１２回 

 

（３）精神保健福祉事業 

（ア）精神保健福祉手帳・自立支援医療費受付事務（来所、訪問、電話） 

精神保健福祉手帳・・・（延べ）１２人 自立支援医療費・・・（延べ）７４人   

（イ）精神保健福祉相談及び所内面接・・・来所者（延べ）８６人 

（ウ）精神訪問指導・・・（延べ）７４人 

（エ）精神保健福祉電話相談・・・（延べ）４５１人 

   （オ）ケース検討会議・・・１４回 



- 121 - 
 

健康福祉部 福祉事務所  

 

地域福祉課 

◎地域福祉推進係 

（１）地域福祉推進事業 

① 地域福祉計画（平成１８年度策定）に基づき次の事業を実施した。 

・地域福祉推進審議会 ２回 

・「しま市民活動フェスタ２０１０」  

・夢まちづくり委員会運営サポート 

  

② 地域福祉推進アドバイザー業務委託料 ２４０，０００円 

地域福祉計画書に基づいた地域福祉推進に係る事業の立案、実施の指導及び事

業等への参加を含めた実践指導業務を日本福祉大学准教授に委託した。 

 

（２）社会福祉協議会補助金 ５８，５００，０００円 

民間の自主的な福祉活動の中心となる社会福祉協議会を支援することにより、地域

福祉の充実を図ることを目的として補助金を交付した。 

 

（３）民生児童委員協議会補助金 ２，９００，０００円 

地域福祉の推進の担い手として、地域の福祉課題に対する住民の理解を求める活

動や地域住民に関わる個別の相談・支援活動、関係機関と連携するネットワーク活動

の取組みなど民生委員活動を支援するため、補助金を交付した。 

 

（４）遺族会補助金 １，２１５，０００円 

     戦没者の英霊に対する慰霊顕彰、その他遺族の生活に必要な指導相談斡旋等、遺

族会の活動を支援するため、補助金を交付した。 

 

（５）福祉市場レインボー運営補助金 １，０００，０００円 

 

◎高齢者・障がい者福祉係 

（１）老人福祉に関する事務 

①老人ホーム入所措置費（平成２３年３月末現在６１人）    １２９，５０１，８９２円 

    入所相談・調査・・・５件（内５件申請受付） 

継続調査(訪問面接)・・・６４人（３施設） 

 

②志摩市老人ホ－ム入所判定委員報償費   ５６，０００円 

判定委員会・・・年間３回開催 
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判定案件５件（対象件数３件、対象外２件） 

       

③志摩広域行政組合負担金    ２０，９３４，０００円 

   志摩広域行政組合は、広域的・総合的な市町村行政を推進するため、志摩市・鳥

羽市・南伊勢町で構成し、「老人福祉法に規定する老人福祉施設に関する事務」等

を共同処理している。 

 

④老人クラブ育成補助金   ６，６９７，０００円 

   高齢者の生きがいと健康づくりに資する活動・事業を推進する自主的な組織であ

る老人クラブの活動・事業の育成を図るため、平成２２年度は市連合会１団体、町連

合会５団体、単位老人クラブ４２団体に補助した。 

 

⑤シルバー人材センター育成補助金   １２，６００，０００円 

   高年齢者の希望に応じた就業で、臨時的・短期的なもの軽易な業務に係る就業

の機会を確保し、高年齢者の生活の充実、社会参加の増進を図ることにより、高年

齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とするシルバ

ー人材センターを育成するために補助した。 

 

⑥志摩市長寿者褒賞   １，２００，０００円 

   １００歳・・・１２人   

   ９月７日１００歳該当者宅を、市長等が訪問しお祝いを手渡した。８７歳への報償は

廃止した。 

 

⑦敬老会補助金   １０，９５０，４００円 （13,688人×＠800円） 

 

 浜 島 大 王 志 摩 阿 児 磯 部 

実施団体 ４ ４ ６ ７ ２２ 

対象者(人) 1,409 2,236 3,575 4,641 1,827 

補助金額（円） 1,127,200 1,788,800 2,860,000 3,712,800 1,461,600 

   

高齢者の長年にわたる地域への貢献に対して感謝すると共に、高齢者を敬愛し長

寿を祝うため各地区において敬老会等を開催した自治会等の実施団体へ補助した。 

 

⑧外出支援サービス事業  委託料３２０，５００円（延利用者 357人） 

   下肢が不自由なため、公共交通機関を利用できない要介護高齢者等を医療機関

等へ送迎することで在宅介護を支援する事業で、社会福祉法人志摩市社会福祉協

議会へ委託し実施した。 
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⑨生きがい活動支援通所事業  委託料２，８５７，４００円（延利用者８４９人） 

   家庭に閉じこもりがちな高齢者等が、介護が必要な状態にならないように、介護予

防拠点施設（菜の花館・間崎いきいきセンター）において生活指導・給食等のサービ

スを提供し、介護予防に資する事業で、社会福祉法人志摩市社会福祉協議会、有

限会社ケアリゾートへ委託し実施した。 

 

⑩緊急通報体制整備事業    ６７，７２５円(設置台数１１台) 

   一人暮らし高齢者等が急病等の緊急時に迅速な対応を図るため、緊急通報機器

の設置にかかる費用を助成した。 

 

⑪高齢者世帯防火対策事業  ３８，３００円（火災警報器１０台、電磁調理器１台） 

   高齢者世帯に、火災による被害を最小限に抑え、本人及び近隣住民が安心して 

生活できるよう火災警報器、電磁調理器を設置するための費用を一部助成した。 

 

⑫老人憩の家指定管理事業   １，４１０，０００円（平成２３年３月末現在８施設） 

平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日までの３年間、社会福祉法人志摩市社

会福祉協議会を指定管理者として実施した。 

 

   ⑬菜の花館ろ過タンク修繕工事   ４３５，７５０円 

      生きがい活動支援通所事業を行っている、介護予防拠点施設菜の花館の入浴施 

設のろ過タンクを取り換えた。 

 

（２）身体・知的障害者福祉事業        

 

○身体障害者手帳所持者（２３．３．３１現在） 

                                          単位：人 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計 

７５１ ４５５ ５３５ ６０４ １３５ ２２１ ２，７０１ 

 

○療育手帳所持者（２３．３．３１現在） 

                                        単位：人 

Ａ１（最重度） Ａ２（重度） Ｂ１（中度） Ｂ２（軽度） 合計 

４６ １３０ １０６ ５７ ３３９ 
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○精神保健福祉手帳所持者（２３．３．３１現在） 

                                単位：人 

1級 ２級 ３級 合計 

１６ １６２ ８０ ２５８ 

 

○自立支援医療（精神通院公費）受給者   ５８５人 

 

○障害者管理システム委託事業   ９１５，５１６円 

システム運用保守料、ハード保守料 

委託先：（株）松阪電子計算センター 

 

○身体障害者・知的障害者相談員設置事業  ９９，６００円 

  志摩市身体障害者等相談員設置要綱に基づき、障がい者関係団体から推薦を受け

た者と委託契約した。 

   委託料     年額２４，９００円 

相談員数   身体相談員２人  知的相談員２人 

 

○特別障害者手当等給付事業  ２３，９３４，３２０円 

   精神又は身体に重度の障がいがあるため、常時特別な介護が必要な在宅の障がい者

に手当を支給した。支給は年４回 （５月・８月・１１月・２月）  

特別障害者手当   月額 ２６，４４０円   ２月支給対象者 ６２人 

障害児福祉手当   月額 １４，３８０円   ２月支給対象者 ２０人 

経過的福祉手当   月額 １４，３８０円   ２月支給対象者  ２人 

     

 ○心身障害者（児）福祉給付金支給事業  ４，５７６，０００円（５７２件） 

    身体障害者手帳１、２級及び療育手帳Ａ所持者で市民税非課税世帯の者に福祉給

付金を支給した。（年額８，０００円  ７月支給） 

 

○身体障害者ガソリン費助成事業  ７，１５１，６１９円 （年度末認定者 ４２４人） 

    身体障がい者（身体障害者手帳１～３級）が所有する自動車の運行に伴うガソリン費

のうち、毎月１リットルあたり６０円、５０リットルを限度（月３，０００円）に助成した。 

 

○志摩市心身障害児（者）保護者会補助金   ５５０，０００円 

 

○志摩市身体障害者福祉連合会補助金     ８３８，０００円 
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 （３）障害者施策推進事業 

 ○障害者施策推進協議会 

   障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し

た。 

   ・第 1回障害者施策推進協議会（7月 23日開催） 

     委員の委嘱、会長・副会長の選任 

     第 2期障害福祉計画の進捗状況について 

     地域の課題について 

   ・第 2回障害者施策推進協議会（11月 29日開催） 

     志摩市地域自立支援協議会について 

     地域の課題について 

     障害者計画について 

   ・第 3回障害者施策推進協議会（2月 7日開催） 

     志摩市地域自立支援協議会の進捗状況について 

     第 3期障害福祉計画について 

     平成 23年度事業計画（案）について 

 

○志摩市地域自立支援協議会運営会議（事務局会議） 

  年 7回（6月、8月、10月、11月、12月、1月、3月）開催 

 

○志摩市地域自立支援協議会定例会 

  年 6回（6月、8月、10月、11月、12月、1月）開催 

 

  ○志摩市地域自立支援協議会プロジェクトチーム会議 

   ・「働く」プロジェクト  年 3回開催 

   ・「住まい」プロジェクト 年 2回開催 

 

 （４）障害者自立支援事業 

  ○障害者介護給付費認定審査会  

    障害者自立支援法に定める、介護給付費等の支給に関する障害程度区分の審査及

び判定を行った。 

審査会  毎月 1回開催 

22年度判定件数  76件   

 

○介護給付費（介護の支援を受ける福祉サービス） ３９５，４３７，３５４円 

①居宅介護（ホームヘルプ） 

   ②重度訪問介護 

③療養介護 

   ④生活介護 
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   ⑤児童デイサービス 

   ⑥短期入所（ショートステイ） 

   ⑦共同生活介護（ケアホーム） 

   ⑧施設入所支援 

   ⑨旧身体障害者施設支援 

   ⑩旧知的障害者施設支援 

 

○訓練等給付費（訓練等の支援を受ける福祉サービス） １７９，６１１，６０１円 

①自立訓練（機能訓練・生活訓練・宿泊型自立訓練）    

 ②就労移行支援 

 ③就労継続支援 

④共同生活援助（グループホーム） 

    

 ○特定障害者特別給付費 ９，８１９，６４８円（６６８件） 

 

○高額障害福祉サービス費   １，１８８，４４４円（１８５件） 

   同一世帯に障害福祉サービスを利用する者が複数いる場合等で、利用者負担合算額

が算定基準を超えた分について高額障害福祉サービス費を支給した。 

 

○療養介護医療費  １，２９５，８２６円（３２件） 

 

 ○障害者地域生活支援事業    

   ①相談支援機能強化事業  １８，９００，０００円 

    複合的なニーズを有する障がい者の相談に応じ、情報の提供及び助言その他の障

害福祉サービスの利用支援等を行った。障がい者のケアマネジメントの作成により、

特に検討を要するケースについて専門職員を中心に事業者、関係機関等の意見を

基に利用者の要望や状況に応じた支援を行った。 

     委託先：志摩市社会福祉協議会  障がい者生活支援センター あおぞら 

          社会福祉法人 愛恵会   相談支援事業所 こだま 

  ②コミュニケーション支援事業  ４８９，０１３円（延べ利用回数 １３回） 

     聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいによって、意思疎通を図ることに支障

がある者に手話通訳者・要約筆記者の派遣依頼等の支援を行った。 

委託先：三重県聴覚障害者協会   

  ③日常生活用具給付事業  １０，７７９，２１７円 

     日常生活の便宜を図るため、在宅の重度障がい者（児）に、日常生活や介護が容易

になるような用具を給付した。 

     障がい者 ９４０件 

     障がい児  ８４件 

④移動支援事業  ５，７３７，１７２円 （延べ利用人数 ４２０人） 
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     屋外で移動が困難な障がい者の社会生活上必要不可欠な外出に対して、利便性

を考慮し状況に応じたサービスを提供した。 

     委託先：志摩市社会福祉協議会 他３事業所 

   ⑤知的障害者職親委託事業  ３９０，０００円 

     就職に必要な素地を身につけ、職場への定着を高めるため、一定期間事業経営者 

     のもとで生活指導・技能取得訓練等を受けた。 

     職親委託契約先   

      志摩市阿児町  （有）サンコウ  @３０，０００× １か月＝ ３０，０００円 

      志摩市磯部町  中井商事（株） @３０，０００×１２か月＝３６０，０００円 

  ⑥視覚障害者生活訓練事業  １，０６１，３２５円（延べ利用回数 ４２回） 

視覚障がい者の自立支援と社会復帰を促進するため、歩行訓練士の指導により

実施した。 

委託先：特定非営利活動法人 アイパートナー   

⑦日中一時支援事業 ８，２０８，５００円（延べ利用人数 ４６３人） 

   自立した日常生活等ができるよう、日中における活動の場を確保し、家族の就労支

援及び一時的な休息等の便宜を供与する事業を行った。 

委託先：志摩市社会福祉協議会（きらり） 他８事業所 

⑧身体障害者自動車運転免許取得・改造助成事業  ２７５，６００円（３件） 

      重度心身障がい者が就労等に伴い、自動車を取得する場合の改造に要する費用

を助成した。 

  

 ○臨時特例基金による特別対策事業 

  ①事業運営安定化事業 １６，７１６，２１０円 

     旧体系及び新体系移行後の事業運営を安定化させるよう、報酬額等に対して９０％

までを保障した。（２２年３月～２３年２月分） 

      「えりはら」「はばたき」「あいのその」 

  ②移行時運営安定化事業 ３，８８０，５８８円 

     事業運営安定化事業が適用されない事業所に対し、新体系移行後の報酬が基準

月の報酬を下回る場合差額を助成した。 

      「えりはら」「つばさ」「藤花荘」 

  ③新事業移行促進事業 ５２，２５０円 

     新体系への移行を促進するため、移行した事業所に一定の助成を行った。 

      「聖母の家」「菰野聖十字の家」「つるかわ学園」「桃朋園」「名張育成園成峯」 

  ④通所サービス利用促進事業  １６，８８８，４８８円 

     日中活動サービス事業所及び旧法指定通所授産施設等が実施する送迎サービス

にかかる経費の一部を助成した。 １２事業所 

利用者１名につき片道５４０円、１事業所あたり年額３，０００，０００円以内 
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  ○障害者通所等支援事業  ３５８，７７４円（対象者 ５１人） 

     通所で訓練等のサービスを受ける障がい者（児）のうち、利用者負担にかかる所得階

層が所得割１６万円未満の世帯に対し、利用者負担を軽減した。 

 

  ○自立支援医療給付事業（更生医療費）   １５，７３１，９６８円（対象者 ２６人） 

    身体障がい者が更生のために必要とする医療を給付した。 

 

  ○身体障害者（児）補装具給付事業   ８，１９９，５３１円 

           身体障がい者（児）の失われた身体部位、損なわれた身体機能を補完又は代替するた 

めに必要な補装具の交付、修理を決定し給付した。 

    交付：７４件 

    修理：５９件 

 

  ○障がい者共同生活介護等支援事業 １，６７６，１００円（対象者 １８人） 

    県内のグループホーム及びケアホームに入居している低所得１又は低所得２である 

                 障がい者の家賃を補助し、地域での自立生活を支援するとともに地域生活移行を推 

                 進した。 

 

◎保護支援係 

生活保護の動向は、景気の低迷や、この地域での求人が低調な状況で推移しているこ

とから、被保護世帯は２２年度末には４１８世帯、６０４名であり、高齢者世帯が全体の 

45.8％、傷病障害者世帯が 39.8％と、全体の 90％近い被保護世帯がこれらの世帯とな

っている。最低生活を保障する日本国憲法（第２５条）の理念に基づき、各被保護世帯

の困窮の程度に応じて最低限度の生活が維持できるよう生活扶助をはじめとする各種

の扶助を実施するとともに、その被保護世帯の自立を助長することを目的に、訪問調査

を行い、その世帯のニーズ、阻害要因を把握し、自立に向けての指導、相談、援助等を

行った。平成２２年度中に支払われた扶助費総額は８０７，６６４，６９９円で、その内生活

扶助をはじめとする保護費は３９６，３６７，８８４円、救護施設入所者の保護施設事務費

及び委託事務費は１０，００５，２９４円、医療扶助費は４０１，２９１，５２１円であった。 

 また、平成２０年度の制度改正により、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住

帰国後の自立の支援に関する法律に基づく支援給付制度が創設された。対象世帯に

対する支援給付は下記のとおり。生活支援給付４０５，５１２円、住宅支援給付１５７，３００

円、医療支援給付２５０，０３０円、介護支援給付０円、総額は、８１２，８４２円であった。 

 市が支弁した保護費、保護施設事務費、委託事務費及び支援給付の４分の３につい

ては、生活保護法第７５条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後

の自立の支援に関する法律第１４条の４（生活保護法の規定の例による）により、国の負

担を受けた。住所不定者や住所が明らかでない被保護者の保護費、保護施設事務費 

及び委託事務費は、市負担分（４分の１）を生活保護法第７３条に基づき県の負担を受

けた。生活保護の適正な運営を確保する為、生活保護関係職員の資質向上を目的とし
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た研修への参加等により、生活保護の適正実施に努めた。そして、一部、これら事業の

実施にあたり国の補助を受けた。 

 

 これら国庫負担金、国庫補助金、県負担金の額は次のとおり 

 

・ 生活保護費国庫負担金               ５８８，０８６，０００円 

           ※中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律に基づく支援給付分を含む。 

 

・ 生活保護費県負担金                    ４，９６０，９９７円 

 

・ 生活保護適正実施推進事業国庫補助金   ５，１９６，０００円 

         ※この内、平成２３年度への事故繰越額の財源４，６４２，２６０円を含む。 

・ 住宅・生活支援対策事業補助金        １，００２，０００円 

 

 

ふくし総合支援室 

 

１．介護予防係 

市直営の｢介護予防支援事業所めかぶ｣における新予防給付ケアプラン作成業務等のサ

ービス計画費の収入及びサービス事業費の支出状況については、次のとおりである。 

 

（１） 居宅介護予防サービス計画費収入の状況（歳入）  

月 
新  規 継  続 合   計 

件数（件） 収入（円） 件数（件） 収入（円） 件数（件） 収入（円） 

３月 13 92,560 170 700,400 183 792,960 

４月 7 49,840 169 696,280 176 746,120 

５月 5 35,600 166 683,920 171 719,520 

６月 6 42,720 172 708,640 178 751,360 

７月 12 85,440 168 692,160 180 777,600 

８月 5 35,600 168 692,160 173 727,760 

９月 9 64,080 166 683,920 175 748,000 

１０月 7 49,840 170 700,400 177 750,240 

１１月 7 49,840 178 733,360 185 783,200 

１２月 12 85,440 172 708,640 184 794,080 

１月 4 28,480 175 721,000 179 749,480 

２月 8 56,960 168 692,160 176 749,120 

計 95 676,400 2,042 8,413,040 2,137 9,089,440 
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（２） 居宅介護予防サービス事業費の状況（歳出） 

・地域包括支援センター対応システム運用保守業務委託事業 

     業務委託料  762,930円（うち消費税 36,330円） 

    受託者     株式会社 松阪電子計算センター 

    業務期間    平成 22年 4月 1日～平成 23年 3月 31日 

   業務内容    システム運用保守業務 

・介護予防支援業務委託事業 

   新規（@6,920円× 27件）   186,840円 

   継続（@3,920円×446件）  1,748,320円 

    計                 1,935,160円 

 

（総合支援第二係関係） 

１．児童家庭相談援助関係 

①家庭児童相談室 

○子どもについての家族や関係機関からの相談に対応した。相談件数  ： 264件 

○発達（知能）検査に基づく心理診断ができる相談事業を定期的に実施した。 

実施日数 ： 51日（志摩福祉センター、サンライフあご、浜島ちちろ、志摩支所、

大王・磯部保健センターで実施。） 

②児童虐待防止に関すること 

○児童虐待に対応した。 

対応件数 ： 85件 

○要保護児童対策調整機関業務を行った。（子ども家庭支援ネットワーク（要保護児童

対策地域協議会）を運営し、被虐待児やその保護者への支援等について協議した。 

代表者会議 ： 3回（主に、「子ども虐待防止マニュアル」改訂などについて協議し

た。） 

実務者会議 ： 8回（主に、継続支援ケースの進行管理を行った。） 

個別ケース検討会議  ： 46回（主に、個々のケースごとに支援方法を協議した。） 

２．発達障がい者支援機能関係 

○保育所等からの支援依頼に対応した。 

保育所等訪問回数 ： 413回 

保護者等面接回数 ： 168回 

３．女性相談関係 

○ドメスティック・バイオレンスに関する相談など、女性からの相談に対応した。 

ドメスティック・バイオレンス相談回数 ： 21回 
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４．母子自立支援関係 

○就業や離婚に関する相談など、母子家庭からの相談に対応した。 

母子自立支援員対応回数 ： 304回 

 

 

子育て支援課 

 

保育所関係 

平成２２年度の保育所入所児童数は、１９施設で定員児童数１，５８０人、月平均児童

数は９６８人で、定員に対する充足率は６１．２％であった。 

保育所入所児童保護者負担金（保育料）については、平成２２年６月まで国の保育所

徴収基準額表に基づき７階層（１３段階）に細分化し保育料の算定を行っていたが、国の

保育料基準額表の見直しに基づいて、平成２２年７月分より８階層（１４段階）による保育

料の算定を行った。 

保育料の現年度調定額は、保育料金１７２，５２９，１００円・延長保育料金５，６５５，４００

円・緊急延長保育料金６０６，０００円の合計１７８，７９０，５００円、また過年度分調定額は、

３，９８７，２５０円でうち３０，０００円の不納欠損処分を行い合計調定額は１８２，７７７，７５０

円であった。 

・各種補助金事業については、以下のとおりであった。 

病児・病後児保育事業費補助金・・・・・・・・・・・・・・３，２２３，０００円 

低年齢児保育推進事業補助金・・・・・・・・・・      ４７５，０００円 

保育所地域活動事業費補助金・・・・・・・・・・       ２０，０００円 

  

・工事請負等については、以下のとおりであった。 

阿児町児童館空調設備工事（鵜方児童館）・・・・・・・・・・１，３１２，５００円 

阿児町児童館空調設備工事（神明児童館）・・・・・・・・・・９４５，０００円 

         大王第三保育所雨漏り防水工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５０，０００円 

         ひまわり保育所遊具修繕工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９６，９００円 

         鵜方児童館遊具補修工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９３，５００円 

 

   ・志摩地区幼保一体化施設整備工事実施設計業務は、１０，４４７，５００円で平成２２

年８月３１日に契約したが、住民理解を得るため平成２２年１０月２５日から平成２３年

１月１４日の間一時中断したため、履行期間を５月３１日まで延長した。 

 

   ・民間保育所施設整備事業については「安心こども基金保育基盤整備事業費補助

金」７５，４２８千円を利用して、しまの杜保育園への「民間保育所施設整備事業補助

金」として１１３，１４４千円の補助を行った。 
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   ・緊急雇用創出事業を利用して、保育所等児童福祉施設の環境保全のため、４，５６

２，９６０円で志摩市シルバー人材センターと契約し施設保全を実施した。 

     

・研修費用１，０９４，０３０円のうち、「安心こども基金保育基盤整備事業補助金」で５４

７，０００円の補助を受け、保育の質の向上のため保育士を対象に実施する研修へ

の参加や市主催の研修会を実施した。 

 

 

児童館・放課後児童クラブ関係 

阿児地区児童館 

・児童館使用登録児童数（延べ） 

鵜方児童館 ７０６人、神明児童館 ６２９人、国府児童館 ２５８人、合計 １，５９３人 

・児童館使用負担金 １６，２４９，７００円 

 

迫間児童館 

（１）指導的事業  

 魅力ある教室、行事等を工夫し、各事業の中で集団・個別指導を通じて子どもの健

全育成を図り、以下の事業を実施した。 

１）クラブ活動 

小学生を対象として第１～第３水曜日（月３回）に太鼓クラブを実施した。 

２）新入生記念植樹会（４月） 

新小学１年生を対象に桜の木を植樹した。 

３）新入生歓迎会（４月） 

小・中学生を対象に新小・中学１年生を歓迎する会を実施した。 

４）芋苗植え（５月）と収穫（11月） 

旧迫間保育所の畑に、芋苗を植えて、収穫をする農業体験を実施した。 

５）自転車教室（６月） 

小学生を対象に自転車の乗り方を指導した。 

６）児童館遠足（8月） 

小学生を対象に実施した。 

７）大掃除・お楽しみ会（１２月） 

小・中学生を対象に、施設の大掃除とレクリエーションを実施した。 

 

（２）愛育会との連携 

 子どもや保護者との信頼関係を築くことを中心に愛育会活動との連携を図りながら、

各種活動の支援に協力した。 

 【参加・協力事業】 役員会（月１回）、保護者会（学期毎に１回）、小・中愛育会活動 
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（３）相談活動等 

 児童生徒及び保護者等から進路相談や生活相談などを随時受けながら、問題解決

のために関係諸機関と連携を密にして、その案件の対応を図った。 

 

（４）運営委員会の開催 

 児童館の運営については、平成２３年２月２１日に委員会を開催し、委員の方に広く

意見を求め、効果的な事業活動を展開するために審議を行った。 

 

（５）施設来館者数 

 【来館者総数】  ７，７０２人  

 

（６）備品購入 

 デジタルカメラ １台  １５，８００円（税込） 

 業務用掃除機 １台  ２５，８００円（税込） 

 

放課後児童クラブ 

大王・志摩放課後児童クラブ（平成１９年６月１日開設） 

利用登録児童数（延べ） 大王１３７人、志摩１５６人、合計２９３人。 

利用負担金 ２，４２１，０００円。 

放課後児童対策事業費補助金 

対象 ３児童館（鵜方・神明・国府）、３放課後児童クラブ（磯部・浜島・志摩） 

合計 ９，４１０，０００円 

志摩市社会福祉協議会へ運営委託 

浜島放課後児童クラブ（平成１８年６月１日開設）利用児童数 延べ１，７９１人、 

磯部放課後児童クラブ（平成１７年７月２１日開設）利用児童数 延べ５，１１５人。 

 

子育て支援関係 

・磯部子育て支援センター各事業参加者（延べ人数） 

      子育てサロン １，７７６人  親子ふれあい広場 ２９１人 

      ひよこクラブ    ３６９人  出前保育 ２２３人 

・志摩子育て支援センター（延べ人数） 

      子育てサロン ４，４４４人  園庭開放 ５０７人  親子ふれあい広場 ７２人 

      保健師講座等  ４０１人  避難訓練  ４５人 

・阿児子育て支援センター（延べ人数） 

   ほっぺひろば １，０１５人  子育てサロン ３，６５７人  出前保育 ３３６人 

 

 

 

 

 

 

 

次世代育成支援関係 
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志摩市次世代育成支援対策地域協議会を３月１日に開催し、次世代育成支援行動計

画に基づき進捗状況の報告と審議を行った。 

児童福祉施設入所措置関係 

母子生活支援施設入所   ５世帯（１１人） 

助産施設入所          １人（ ７日） 

子育て短期支援事業利用   １人（ ４日） 

 

ファミリー・サポート・センター関係 

子育てを助けてほしい人（依頼会員）の要望に応じて、子育てのお手伝いができる人

（提供会員）をセンターが紹介し、お互いの信頼と了解の上で、会員同士で子育てを助け

合う事業。（センター事務所：代々木高校内） 

会員数 １６４名（内訳：依頼会員１０４名、提供会員３２名、両方会員２８名） 

   活動件数 ２４３件 

（保育施設の保育開始時や保育終了後の子どもの預かり １５件、保育施設までの送迎 

２０９件、学校の放課後の子どもの預かり １件、冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の

際の子どもの預かり １件、買い物等外出の際の子どもの預かり １１件、その他 ６件） 

 

児童手当 

児童を養育している人に手当てを支給することにより家庭における生活の安定に寄与

するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的と

し、児童手当を次のとおり支払った。 

３歳未満分の被用者（厚生年金等加入者）・非被用者（国民年金加入者）・特例給付

（所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン等の特例） の受給者のべ８４０人

に１８，０４０，０００円を支払った。 

また、３歳以上小学校修了前の児童を対象として支払う児童手当については、被用者・

非被用者受給者のべ２，５６１人に４２，２３５，０００円を支払った。 

 

子ども手当 

   次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するために、中学校卒業 

  までの子どもを養育している親等の受給者のべ１１，０２４人に７７２，７３３，０００円を支払 

  った。 

 

児童扶養手当 

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されているひ

とり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に児童

扶養手当を次のとおり支払った。 

（母・父・養育者） 全額支給            延べ  ３，７５４人   １５６，６６５，１６０円 

所得制限による一部支給  延べ  ３，７８５人   １１３，６２９，３８０円 

第２子加算           延べ  ３，１０８人    １５，５５０，０００円 
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第３子以降加算        延べ     ７２０人     ２，１６０，０００円 

合計                           ２８８，００４，５４０円 

 

    平成２２年８月からは父子家庭も対象となり、次のとおり支払った。 

             全額支給            延べ     ７５人    ３，１２９，０００円 

所得制限による一部支給  延べ    １８３人    ４，５６５，２７０円 

第２子加算           延べ     ９９人      ４９５，０００円 

第３子以降加算        延べ     ３２人       ９６，０００円 

合計                               ８，２８５，２７０円 

 

特別児童扶養手当 

身体や精神に障がいのある２０歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的とした特

別児童扶養手当の支払事務を行った。 

 

   新規認定請求書 １２件  県外からの住所変更届 １件  再認定請求書 ２９件                               

   所得状況届 ７９件  資格喪失届 ３件  受給者死亡届 １件  住所変更届 1件 

 

母子自立支援 

母子自立支援員１名を配置し、母子及び寡婦福祉資金貸付に関する相談事例に対応

した。平成２２年度の新規貸付申請者はなかった。相談件数は５件であった。 

 

高等技能訓練促進費等支給事業 

母子家庭等の母が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、２年以上養成機関で

修業する場合に、修業期間中の生活費の負担軽減のために「高等技能訓練促進費」を

支給する。また、入学金の負担軽減のため、カリキュラム修了後には「入学支援修了一時

金」を支給する。（平成２２年４月１日施行） 

・促進費 ７件 ８０月 ６，７６８，０００円 

・修了一時金 ２件 ５０，０００円 

 

緊急雇用創出事業 

 ・阿児地区児童館事業          ２人雇用 

 ・地域子育て支援センター運営事業  １人雇用 

・幼保一体化に係る推進事業      １人雇用 

 ・加配保育支援員配置事業       ２人雇用 

 ・保育支援員配置事業          ５人雇用 

 ・保育所看護補助員配置事業      1人雇用 

・保育所給食担当補助員配置事業   1人雇用 

 ・離乳食・アレルギー食対応調理員配置事業  ３人雇用 

            合 計         １６人雇用 


